
小型無人機を飛行させようとする場合の必要な手続き

操縦者携行書類:
知事の同意書
土地所有者等の同意書
通報書の写し

小型無人機を飛行させる
１４日前まで

※その日が休日の場合、その日の前の
最も近い休日でない日

小型無人機を飛行させる
７日前まで

申請先:広島サミット推進チーム
申請書類:同意申請書
添付書類:飛行・操縦・監視場所を示す図面

小型無人機の機体写真・仕様書の写し

※同意を得た場合
提出先:所轄警察署
提出書類:通報書
添付書類:知事の同意書の写し

土地所有者等の同意書の写し
飛行・操縦・監視場所を示す図面
小型無人機の機体写真・仕様書

小型無人機飛行当日

○ 条例により、対象地域の上空では、小型無人機の飛行を禁止する。
○ ただし、知事及び土地所有者等 の同意を得た上で、公安委員会へ通報することにより、小型無人機を
飛行させることができる。

○ 知事及び土地所有者等の同意なく飛行させた場合、罰則の対象（１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金）。

知事が同意しない基準

① 要人に危険が生じるおそれがあると認めるとき
② 要人の警備の妨げになるおそれがあると認めるとき
③ ①②に準ずるものとして必要と認めるとき

対象地域内の土地所有者等への同意申請

知事への同意申請 公安委員会への通報

対象地域

申請先:土地所有者等
形式:任意の書面
必要な情報:同意年月日・土地所有者等の氏名等

※１ 土地所有者等:土地の所有者又は占有者（正当な権原を有する者に限る。）
※２ 遡る場合の期間の計算は、初日を算入しない。

・ 知事への同意申請期限は、１５日前の日
・ 公安委員会への通報期限は、８日前の日となる。

※３ 公務操縦者の場合の手続きは別途定める

※２※２

※１


